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嬉野市新庁舎総合管理業務公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 業務の目的 

  市の庁舎は、市政全般にわたる中心的な行政拠点であり、すべての人が安全かつ快

適に利用でき、市民サービスが円滑に提供されるとともに、災害時における防災拠点

として、その機能を十分に発揮することが求められる。 

本業務は、令和８年１０月開庁予定の本市新庁舎の設備管理業務、設備保守業務、

環境衛生管理業務及び清掃業務等を、専門的知識及び技術力を有する事業者に一体的

に委託することにより、効率的かつ適正な管理のもと、庁舎機能の安定的な維持及び

施設の長期的な保全を図ることを目的とする。 

 

 

２ 業務の概要 

(１)業 務 名  嬉野市新庁舎総合管理業務 

(２)業務内容  別紙「嬉野市新庁舎総合管理業務仕様書（以下「仕様書」という。）」

のとおり 

(３)履行期間  令和８年７月１日（予定）から令和１１年３月３１日まで（３３か月 

間） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による 

長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降に 

おいて、当該契約にかかる予算の減額又は削除があった場合は、この 

契約を変更又は解除をすることがある。 

(４)提案上限額  ・令和８年度限度額  １５,３１５,３００円 

          ・令和９年度限度額  １９,１７９,６００円 

          ・令和１０年度限度額 １９,１７９,６００円 

                合計   ５３,６７４,５００円 

                 （消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

         ※年度ごとの限度額を超える提案をした者は失格とする。 

 

 

３ 実施スケジュール 

  本プロポーザルにおけるスケジュールは次のとおりとする。 

 項 目 期日等 

① 公告（公募開始） 令和８年３月２７日（金） 

② 質問書受付期限 令和８年４月 ７日（火）１７時まで 

③ 質問書への回答 令和８年４月１３日（月） 

④ 参加表明書等の提出期限 令和８年４月１５日（水）１７時まで 

⑤

㎜ 

資格審査結果通知 令和８年４月１７日（金） 

⑥ 企画提案書等提出期限 令和８年５月 １日（金）１７時まで 

⑦ プレゼンテーション・ヒアリング 令和８年５月１２日（火） 

⑧ 審査結果通知 令和８年５月１５日（金） 
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⑨ 契約締結、審査結果の公表 令和８年５月下旬 

 ※スケジュールは予定のため、変更する場合がある。 

 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者（以下「参加者」という。）は、単体企

業による参加に限るものとし、参加表明書の提出時点において、次に掲げる事項を全

て満たしていることを要件とする。 

(１)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

(２)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れている者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者にあっ

ては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 

(３)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に

抵触する行為を行っていない者であること。 

(４)国又は地方公共団体から、指名停止措置を受けていない者であること。 

(５)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号及び第６号並びに嬉野市暴力団排除条例（平成２４年嬉野市条例第２

号）第２条第４号の規定に該当する者でないこと。 

(６)令和７・８年度嬉野市入札参加資格（物品・製造等）を有している者であるこ

と。 

(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）（以

下、「ビル管理法」という。）第１２条の２第１項各号に掲げる事業について、

都道府県知事の登録を受けている者であること。 

(８)過去１０年間（平成２８年度以降）において、国又は地方公共団体が発注した、

ビル管理法に基づき建築物環境衛生管理技術者の選任が必要な公共施設（延床面

積５,０００㎡以上の庁舎）に係る総合管理業務について、１年以上の履行実績を

有する者であること。 

(９)本業務の履行に当たり、緊急時に迅速な対応が可能な体制を有する者であるこ

と。なお、その体制の例として、佐賀県、長崎県又は福岡県内に本社、本店、支 

社又は支店等の拠点を有していることが望ましい。 

(１０)国税及び地方税に滞納がない者であること。 

 

 

５ 業務実施上の条件 

（１） 業務の再委託 

契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。主要

な部分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとす

る。 

（２）業務実施体制 

  受託者は、本業務を確実に履行するため、適切な人員配置及び業務実施体制を確保 

すること。 
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（３）緊急時対応 

  設備の故障等の緊急時においては、速やかに対応できる体制を確保すること。 

 

 

６ 本業務に関する質問及び回答 

（１）提出期限 

    令和８年４月７日（火）１７時まで 

（２）提出先及び提出方法 

    質問書（様式第７号）を使用し、本要領１８に掲げる担当課宛に電子メールに 

より提出すること。件名を「嬉野市新庁舎総合管理業務への質問【法人名】」

とし、電話で受信確認の連絡をすること。 

（３）回答方法 

    回答は、質問一括して取りまとめ、令和８年４月１３日（月）に市ホームペー 

ジに掲載予定。なお、質問した事業者名は公表しない。 

（４）その他 

    電話による質問、期限を過ぎた質問及び本業務に関係のない質問については、 

原則として回答しない。 

なお、図面等に不足がある場合は、希望者のみに配布する。その際は電子メー 

ルで連絡を行うこと。 

    ※電子メールの標題は、「嬉野市新庁舎図面依頼」とすること。 

 

 

７ 参加表明書等の作成及び提出 

（１）提出期間 

    令和８年３月２７日（金）から令和８年４月１５日（水）１７時まで 

    ※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く８時３０分か

ら１７時まで 

（２）提出書類 

    次に掲げる書類を各１部提出すること。 

 

No 提出書類 様式等 添付書類等 

１ 参加表明書 様式第１号  

２ 会社概要書 様式第２号 会社パンフレット等の業務内容が分か

るものを添付すること 

３ 協力会社調書 様式第３号 協力会社がある場合に限る 

（再委託会社ではない） 

４ 実績調書 様式第４号 契約履行実績が確認できる書類 

５ ビル管理法第１２条

の２の登録証明書の

写し 

  

 

（３）提出先及び提出方法 

    本要領１８に掲げる担当課へ直接持参又は郵送すること。ただし、郵送する場 

合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」とし、提出期間内に必着とする。 

    ※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く８時３０分か

ら１７時までとする。 
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８ 参加資格審査 

提出された参加表明書等を基に、「４ 参加資格要件」を満たしているか審査し、

その結果を令和８年４月１７日（金）までに電子メールにて通知した後、文書を郵

送するものとする。また、参加資格要件を満たす参加者には、その際に企画提案書

等の提出依頼を合わせて行う。参加を認められなかった者は、以降本プロポーザル

に参加できないものとする。 

※参加者が多数の場合は、書類審査を実施することがある。書類審査の結果、本プ

ロポーザルへ参加ができない場合がある。 

 

 

９ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 

    令和８年５月１日（金）１７時まで 

    ※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く８時３０分 

から１７時まで 

（２）提出書類 

「企画提案書等提出依頼」の通知を受けた者は、次に掲げる書類を提出すること。 

No 提出書類 様式等 

１ 企画提案書提出書 様式第５号 

２ 企画提案書 任意様式 

（本要領９（２）における評価項目表に則して内容が確

認できるよう、以下の①～⑤の順を基本として構成する

こと。） 

①参加企業の組織力・技術力・経営状況 

②業務履行に関する基本的な考え方 

③業務実施体制及び維持向上策 

④独自のＰＲポイント、ノウハウ 

⑤地元企業に関する提案 

３ 見積書 

任意様式 

①宛名は嬉野市長とすること。 

②業務期間における業務実施に必要となる費用を、年度

ごと、業務の項目ごとの明細、価格を別紙「設備管理業

務一覧表」に明記の上見積もり、見積書と併せて「設備

管理一覧表」も提出すること。 

③業務の項目ごとの明細、価格については、業務内容、

人件費等の積算内訳を個々の単価が分かるように記載す

ること。 

４  業務実施体制届 様式第６号 
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（３）提出部数 

   ①正本（№１～４）：１部  

※加えて、同内容の電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）にＰＤＦ形式で格納 

し、一部提出すること。 

   ②副本（№２）：１０部 

   ※提案者の名称及びそれを推測できるものはマスキング又は削除すること。 

 

（４）提出先及び提出方法 

    本要領１８に掲げる担当課へ直接持参又は郵送すること。ただし、郵送する場 

合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」とし、提出期限内に必着とする。 

※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く８時３０分か

ら１７時までとする。 

 

（５）留意事項 

   ①企画提案書はＡ４版を基本とする。やむを得ず、Ａ３版で作成する場合は、 

片面印刷でＡ４版に折り込みすること。 

   ②企画提案書には、提案者が特定できる内容の記述は行わないこと。 

    ③企画提案書等の提出後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めない。ただ 

し、軽微な修正等で本市が必要と認める場合は、この限りでない。 

    ④提出された企画提案書等は返却しない。 

 

 

10 プレゼンテーション・ヒアリング 

  「８ 参加資格審査」により「４ 参加資格要件」を満たしているかを審査し、

本プロポーザルのプレゼンテーション・ヒアリングに参加を認められた者による企

画提案内容のプレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり実施する。 

（１）開催日 

令和８年５月１２日(火) 

（２）開催場所 

         嬉野市役所塩田庁舎３階（３－２会議室）※予定 

 （３）概要 

No 内容 説明 時間 

１ プレゼンテーション 
企画提案書等に基づく業務内容

全般の説明 
２５分以内 

２ ヒアリング 

プレゼンテーション及び企画提

案書等の内容に関するヒアリン

グ 

２５分程度 

   ※参加者には、プレゼンテーション及びヒアリングの日程を別途通知する。 

（４）留意事項 

   ①プレゼンテーションに出席できる人数は、最大５人とする。 

   ②プレゼンテーションでは、提案者を特定することができるような表現は行わ 
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ないこと。企画提案書についても、提案者を特定することができる内容を記 

載しないこと。 

   ③プレゼンテーション実施時間、場所の詳細は別途電子メールで連絡する。 

   ④説明は、提出資料にて実施し、追加資料は認めない。 

   ⑤プレゼンテーションの順番は、参加表明書（様式第１号）の提出順とする。 

   ⑥プレゼンテーションに使用する備品として、モニター（ＨＤＭＩ端子で接続 

可能）は本市において準備する。パソコン等の機器類は参加者において準備 

すること。 

   ⑦プレゼンテーションに欠席する場合、本プロポーザルを辞退したものとみな 

す。 

  

 （５）評価項目 

    審査における評価項目は、次表による。 

   

審査項目 評価の視点 配点 

参加企業の組織力・

技術力・経営状況 

・本業務に関連する部門の組織・人員体制は充 

実しているか。 

・安定的な経営状態であるか。 

・建築物環境衛生管理技術者の選任が必要な同 

種建築物の十分な管理実績があるか。 

 ３０ 

業務履行に関する基

本的な考え方 

・業務に対する基本方針 

・庁舎における特色の把握と管理手法 

・業務開始を円滑に行うための準備期間の考え 

 方 

・職員研修や教育体制 

・緊急時対応、防災対策、省エネ設定 

 ３０ 

業務実施体制及び維

持向上策 

・全体業務実施体制 

 （本部・拠点からのバックアップ体制） 

・設備管理業務 

・設備保守業務 

・環境衛生管理業務 

・清掃業務 

 ３０ 

独自のＰＲポイン

ト、ノウハウ等 

・業務への効果が期待できる独自のサービスや 

ノウハウを活かした提案 

 ２０ 

地元活用に関する提

案 

・地元企業の活用方法や雇用についての具体的 

な提案 

 ２０ 

見積価格 ・提案に対しての価格が適正であるか。  ２０ 

評価点合計 １５０ 

 

 

11 審査方法 

本プロポーザルの審査については、「嬉野市新庁舎総合管理業務プロポーザル選

定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、企画提案書等、プレゼンテ

ーション及びヒアリングによる審査を踏まえ、評価点の合計が最も高い者を優先交



 

7  

渉権者として選定し、次に高い者を次点交渉権者として選定する。ただし、評価点

の合計が、満点の６割に満たない場合は、優先交渉権者及び次点交渉権者として認

めないものとする。なお、評価点の合計が最も高い者が複数となった場合は、選定

委員会で協議のうえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。また、参加者が

１者のみの場合であっても、内容の審査及び評価を行い、６割以上を満たしている

場合は、優先交渉権者として選定する。 

 

 

12 審査結果通知 

審査結果通知は、全ての提案者に対して、令和８年５月１５日（金）までに文書 

及び電子メールで通知する。なお、審査結果等に対する意義は認めない。 

 

 

13  契約の締結 

  ①契約内容の協議 

   優先交渉権者において提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容に 

基づき、実施する事務の詳細及び契約内容等の協議を行う。なお、優先交渉権 

者との協議の結果、両者が合意に至らなかった場合には、本市は次点交渉権者 

と協議を行うものとする。 

  ②見積書の提出 

   優先交渉権者は、協議の結果に基づき、正式な見積書を提出するものとする。 

  ③契約の締結 

   契約内容の協議、正式な見積書の内容により本市と優先交渉権者が合意した場 

合は、優先交渉権者を相手として契約を締結する。 

  ④契約締結後 

   優先交渉権者に本事業における失格事由等が認められる行為が判明した場合、 

本市は契約を解除できるものとする。 

 

 

14 失格要件 

  次のいずれかの事項に該当する場合には、失格となることがある。 

  ア 提出書類が本要領の提出方法や条件に適合しない場合 

  イ 虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合 

  ウ その他、本要領に違反すると認められた場合 

  エ 選定委員会の委員に直接、間接問わず連絡を求めた場合 

  オ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

カ 参加表明書提出後から契約締結までの間に、国又は地方公共団体から、指名

停止措置を受けた場合 

 

15 結果の公表 

   本プロポーザルの結果については、本市ホームページに掲載する。 
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16 その他留意事項 

（１）提出書類の取扱いについて、提出された資料及びその複製は、本プロポーザル

の選定以外には提出者に無断で使用しないものとする。ただし、本プロポーザ

ルに係る情報公開請求があった場合、嬉野市情報公開条例（平成２６年嬉野市

条例第３３号）に基づき、参加表明書等及び企画提案書等を公開することがあ

る。 

（２）参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、本プロポーザル

の実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、本市は無償で当該著作

権を使用できるものとする。 

（３）同一の参加者からの複数の企画提案書等の提出は受け付けない。 

（４）本プロポーザルを参加表明書等を提出後に辞退する者は、参加辞退届（様式第

８号）を書面で速やかに提出すること。なお、辞退をした場合でも、これを理

由に本市の発注業務等に不利益な扱いを受けることはない。 

（５）評価内容及び選定結果については、異議申し立ては一切認めない。 

 

 

17 担当課 

  嬉野市役所 行政経営部 財政課 資産管理グループ 

  〒８４９-１４９２ 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１７６９番地 

  TEL：０９５４-６６-９１１４（直通） 

  E-mail：zaisei@city.ureshino.lg.jp 


